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新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 

「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言案」（2020 年 5 月 4 日） 

 

 

１．はじめに 

○ 緊急事態宣言の期限である 5 月 6 日が目前に迫る今、都道府県別の感染状況の分

析等を行った上で、5月 7日以降に求められる具体的な対応等について、とりまとめ

を行った。 

 

 

２．都道府県別の感染状況の評価 

（１）緊急事態措置の対象地域の考え方について 

〇 現在、特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある地域と

して、4月 7 日と 16 日に新規感染者数等（新規感染者数、累積感染者数、倍加時間、

感染経路不明の感染者数の割合等）の水準や近隣都道府県の感染状況に基づき、  

北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、愛知県、

京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の合計 13 都道府県が「特定警戒都道府県」と 

して指定されており、外出自粛の要請に加え、施設利用の制限、在宅勤務（テレワ

ーク）や時差出勤等の強力な推進等を実施することとされている。 

 

〇 また、それ以外の 34県についても、上記の指標の水準に必ずしも当てはまるわけ

ではないが、 

① 都市部からの人の流れで、都市部以外の地域に感染が広がりクラスター感染が

起き始めたこと、 

② そうした地域では都市部に比べ医療機関などの数も少なく感染が広がれば医療

が機能不全に陥る可能性が極めて高いため、先手先手の対策を打つ必要があった

こと、 

③ 4 月 7 日の緊急事態宣言発出後、多くの国民の方が求められる行動変容に協力

していただいたが、未だ改善の余地があったこと、 

④ ゴールデンウィークを控え、我が国における更なる感染拡大を抑制するために

は全都道府県が足並みをそろえる必要があったこと 

などの理由から、緊急事態宣言の対象（特定都道府県）として指定されている。 

 

〇 このように、現在は、全都道府県が緊急事態措置の対象とされているが、特に、

対象地域の判断に当たっては、感染の状況（疫学的状況）、医療提供体制（医療状況）

や、近隣の都道府県の感染状況等を踏まえて、総合的に判断していくことが求めら

れる。 

① 感染状況（疫学的状況） 

・ 新規感染者数等（新規感染者数、累積感染者数、倍加時間、感染経路不明の感染

者数の割合等）の水準、近隣都道府県の感染状況 など 

参考資料１ 
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② 医療提供体制 

・ 医師が必要と認める PCR等検査が迅速に実施できること 

・ 院内感染がコントロールされていること 

・ 救急医療など、その他の一般医療への影響が軽減していること 

・ 新型コロナウイルス検査陽性例だけでなく、感染疑い例においても迅速な入院

ないし医療的フォローアップ体制を維持していること 

・ 医療機関の役割分担の明確化や患者受入先の調整機能が確立されていること 

・ 重症・重篤例の診療に、しっかり対応できる体制ができていること 

・ 病床の稼働状況（患者の状態や空き病床を含む）を迅速に把握・共有できる体制

が構築されていること 

・ 軽症者等に対応する宿泊療養施設等の確保など、今後の患者の増大を見据え、重

症者から軽症者まで病状に応じた迅速な対応を可能にする医療提供体制が構築

されていること。 

 

○ ｢感染の状況が厳しい地域｣においては、流行規模が小さくなれば、専用病床等を

縮小することも検討される。しかし、今後さらに大規模な再増加が発生した場合に

おいて、迅速・柔軟に新型コロナウイルス感染症への対応ができる病床を拡充でき

る体制は準備しておくことが必要である。 

 

○ 「新規感染者数が限定的となった地域｣であっても、今後の急速な患者増加を想定

した医療提供体制を構築しておくことが必要である。地方においては、都市部に比べ

医療機関などの数も少なく、感染が広がれば医療が機能不全に陥る可能性が極めて

高い。したがって、先手先手の対策を打つ必要があり、その計画立案においては、感

染の状況が厳しい地域での経験を共有することで、より実践的な体制を準備するこ

とが求められる。 

 

○ 病床の確保においては、医師や看護師など人員数、人工呼吸器等の器材、個人防 

護具等、実際に運用可能な｢有効病床数｣を確保することが必要である。この有効病床

数は、重症・重篤例の患者増加などの要因によって変動する可能性がある。 

 

○ また、本感染症については、軽症者が急速に悪化する症例も散見されており、  

患者それぞれの生活環境・事情を勘案するものの、宿泊療養で対応することが基本と

されている。このため、まだ累積感染者数がそれほど多くなく、入院措置で対応して

いる地域でも、患者の急増に備えて早期に「軽症者等に対応する宿泊療養施設等の確

保」に取り組むとともに、宿泊療養につなげる環境の整備に取り組んでいく必要があ

る。 

 

（２）都道府県別の感染状況と医療提供体制に関する評価 

 ① 感染状況（疫学的状況） 

・ 新型コロナウイルス感染症に関する国内事例の累積感染者数は、5 月 2 日現在で、

14,839人にのぼった。 
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・ 他方、直近 3 週間以内の新規感染者数の動向を見ると、4 月 12～18 日が 3,620 人

増、4 月 19～25 日が 2,791 人増、4 月 26 日～5 月 2 日が 1,630 人増となるなど、

新規感染者数の増加は着実に減速しつつある。 

・ こうした中、直近 1 週間の新規感染者数の合計が多いのは、東京都 641名、北海道

222名、大阪 181名、神奈川 118名などとなっていた。 

・ その一方、岩手、秋田、鳥取、長崎、宮崎県では直近 2週間以上にわたって、三重、

徳島、香川、愛媛、大分、鹿児島県では直近 1週間以上にわたって、それぞれ新規

感染者が確認されていない。 

・ その他、直近で新規感染者等が確認されている 40 県に関して、この間の累積感染

者数等のデータは、図 3のとおりとりまとめた。 

・ また、5月 1日に公表した実効再生産数は、全国、東京都とともに 1 を下回ってい

た。専門家会議では、近日中に、再度、日本全体や東京都の実効再生産数の推移に

ついて更新した数値を公表する予定である。 

・ PCR の検査実施数も、着実に逓増傾向にある中、PCR 等検査陽性率は低下傾向にあ

る（P7 図 5 参照）。そうした中、東京都などでは陽性率が高い傾向にあるが、こ

うした理由等については、後述する。 

・ PCR等の実施状況及び PCR等陽性率については、特に東京都などの新規報告数が多

い地域で高い値が見られており、そのような地域では 10％を超える状況にある。 

・ こうした状況を踏まえれば、市民の行動変容が成果を上げ、全国的に新規感染者数

は減少傾向にあることが推測できる。しかし、未だ、かなりの数の新規感染者数を

認めており、現在の水準は、新規感染者数が増加しはじめた 3月上旬やオーバーシ

ュートの兆候を見せ始めた 3 月中旬前後の新規感染者数の水準までは下回ってい

ない状況である。 

・ したがって、しばらくは、新規感染者数の減少傾向を維持させることを通じて、 

今後の感染拡大が当面起こり難い程度にまで、取組を継続することの必要性が  

示唆される。 

・なお、これまで、医療福祉関係施設を除けば、接待を伴う夜間の飲食店や居酒屋に

おいて、多くのクラスター（集団感染）が発生していることが分かっている。また、

屋内運動施設（フィットネスジム等）やライブハウスでクラスターが発生した場合

に感染者数が多い傾向がある。このほか、カラオケ・合唱関係の場や通夜・葬儀の

場などがクラスターとなっていることについて、十分な留意と周知が必要である。 
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【図 1 現在の感染者の状況】 

○累積感染者数     ○人口 10 万対発生数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 2 感染者 10名発生以降の累計感染者数の推移（対数表示）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 4月 30日までに感染が確定した都道府県別患者数をもとに計算 
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【図 3 累積感染者数等のデータ】 

 

都道府県
累計

感染者数

1週間以内

累積感染者

数

2週間以内

累積感染者

数

3週間以内

累積感染者数

人口10万対

発生数

(累積)

人口10万対

死亡数

(累積)

北海道 762 201 408 534 14.2 0.5

青森県 26 4 4 12 2.0 0.0

宮城県 88 4 10 52 3.8 0.0

山形県 68 3 14 41 6.1 0.0

福島県 73 8 24 40 3.8 0.0

茨城県 163 7 36 79 5.6 0.2

栃木県 55 3 13 24 2.8 0.0

群馬県 146 8 34 113 7.4 0.8

埼玉県 860 93 283 552 11.8 0.5

千葉県 836 48 207 448 13.4 0.5

東京都 4160 580 1560 2638 30.8 0.9

神奈川県 1028 129 328 591 11.3 0.3

新潟県 75 13 28 34 3.3 0.0

富山県 197 42 128 176 18.5 0.8

石川県 251 35 99 170 21.8 0.7

福井県 122 2 19 40 15.5 1.0

山梨県 53 2 10 26 6.3 0.0

長野県 66 2 21 45 3.1 0.0

岐阜県 149 0 13 62 7.3 0.3

静岡県 72 13 22 34 1.9 0.0

愛知県 482 22 113 183 6.4 0.4

三重県 45 1 19 30 2.5 0.1

滋賀県 95 3 38 62 6.7 0.1

京都府 320 38 94 154 12.3 0.4

大阪府 1623 209 603 1007 18.4 0.5

兵庫県 646 50 183 344 11.7 0.5

奈良県 81 6 24 47 5.9 0.1

和歌山県 63 13 20 26 6.5 0.2

島根県 23 7 9 22 3.3 0.0

岡山県 22 3 5 7 1.1 0.0

広島県 155 11 34 129 5.5 0.1

山口県 32 1 2 15 2.3 0.0

香川県 28 0 6 25 2.9 0.0

愛媛県 47 0 6 19 3.4 0.2

高知県 74 3 13 24 10.2 0.4

福岡県 641 66 178 391 12.6 0.4

佐賀県 41 13 26 29 4.9 0.0

熊本県 46 2 13 23 2.6 0.1

大分県 60 0 6 19 5.1 0.1

沖縄県 142 10 48 101 9.9 0.3
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② 医療提供体制 

・ 新型コロナウイルス感染症の患者の平均的な在院期間は約 2～3 週間程度となって

いる。とりわけ、人工呼吸器や ECMO を要するような重症患者については、在院期

間が長期化する傾向があり、新規届出感染者数が減少に転じはじめても、その実際

の患者数（発症日別患者数）の減少に向けてタイムラグが存在する。4 月 27 日頃

をピークとして、減少傾向に入ったことがうかがわれるが、いずれにせよ、入院患

者の多くは入院状態が継続しており、入院患者を引き受ける医療機関への負荷は

現状でもぎりぎりの状況にある。 

・ 一方、各都道府県で、医療提供体制の整備が進められており、その状況は以下のと

おりとなっている。 

1)  既に、全都道府県で、地域の新型コロナウイルス感染症対策について、関係者

で協議を行う協議会が設置されている。医療機関の役割分担に関する対応が進

められている。 

2） 既に、全都道府県で、患者の受入れ調整を行う組織・部門が設置されている。 

3） 医療機関の空床状況の見える化のシステムについては、全都道府県で活用され

ており、医療機関の参加状況（報告病院数）は 5 月 1日時点で、約 46％である。 

4) 軽症者の療養施設に関しては、各都道府県で確保の取組が進められており、   

4月 30日時点で、8 県を除く 39都道府県で約 1 万 3千室が利用可能な状況とさ

れている。 

 

【図 4 全国で人工呼吸器を要する確定患者数の推移（左図）、全国で ECMO 装着の 

患者数の推移（右図）】 

※ 日本集中治療医学会の日本 COVID-19対策 ECMOnet による集計 
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（３）総括 

○ 以上を踏まえれば、新規感染者数等は着実に減少に転じつつあると判断されるが、

地域や全国で再度感染が拡大すれば、医療提供体制への更なる負荷が生じる恐れが

あることから、当面、現在の枠組みを維持することが望ましいと考える。 

 

〇 一方で、現在の枠組みの維持の長期化によって、必要以上の市民生活への犠牲を強

いることのないようにする必要があり、感染症対策の進捗状況とともにしっかりと

モニターをしていく必要がある。このため、本専門家会議では、遅くとも概ね２週間

程度の経過した時期に、最新の感染の状況等を踏まえた分析を行うとともに、その結

果に基づいて、必要な提言を政府に対して行っていく必要があるものと考える。 

 

 

３．PCR等検査の対応に関する評価 

 〇 PCR 等検査をめぐる課題については、PCR 等の検査陽性率と検査数の推移（図 5）

を示すとともに、これまで PCR 等検査能力が早期に拡充されなかった理由等につい

て分析を行うとともに、今後求められる対応について整理を行った。詳細について

は、14ページ目以降に示している。 

 

【図 5 PCR陽性率と検査数の推移（再掲）】 

※厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部クラスター対策班（検査班データ） 
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４．今後の行動変容に関する具体的な提言 

（１）感染拡大を予防する新しい生活様式について 

○ 5月 1日の提言では、感染の状況は地域において異なっているため、 

①感染の状況が厳しい地域では、新規感染者数が一定水準まで低減するまでは、医療

崩壊を防ぎ、市民の生命を守るため、引き続き、基本的には、「徹底した行動変容

の要請」が必要となる。 

②一方で、新規感染者数が限定的となり、対策の強度を一定程度緩められるようにな

った地域（以下「新規感染者数が限定的となった地域」という。）であっても、再

度感染が拡大する可能性があり、長丁場に備え、感染拡大を予防する新しい生活様

式に移行していく必要がある、とされたところ。 

 

○ これまでの提言でも、感染拡大を食い止めるために徹底した「行動変容」の重要性

を訴え、手洗いや身体的距離確保といった基本的な感染対策の実施、「３つの密」を

徹底的に避けること、「人との接触を８割減らす１０のポイント」などの提案を重ね

てきたところである。今回の提言では、5月 1日の提言を踏まえ、新型コロナウイル

スを想定した「新しい生活様式」を具体的にイメージいただけるよう、今後、日常生

活の中で取り入れていただきたい実践例を「別添」のとおり、整理した。 

 

○ 新型コロナウイルスの出現に伴い、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話

への対策をこれまで以上に取り入れた生活様式を実践していく必要がある。これは、

従来の生活では考慮しなかったような場においても感染予防のために行うものであ

る。 

 

〇 新型コロナウイルス感染症は、無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広 

げる例がある。新型コロナウイルス感染症対策には、自らを感染から守るだけでな

く、自らが周囲に感染を拡大させないことが不可欠である。そのためには一人ひとり

の心がけが何より重要である。市民お一人おひとりが、日常生活の中で「新しい生活

様式」を心がけていただくことで、新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種の

感染症の拡大を防ぐことができ、ご自身のみならず、大事な家族や友人、隣人の命を

守ることにつながるものと考える。 
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（別添） 
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（２）業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点 

 ○ 今後、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては、特に事

業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践する

ことが必要になる。 

 

○ 社会にはさまざまな業種等が存在し、感染リスクはそれぞれ異なることから、業界

団体等が主体となり、また、同業種だけでなく他業種の好事例等の共有なども含め、

業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及

し、現場において、創意工夫しながら実践していただくことが強く求められる。 

 

○ ここでは、各業種のガイドライン等の作成に当たって求められる基本的な考え方

や留意点の例をまとめた。また、実際にガイドライン等を作成するに当たっては、適

宜、感染管理にノウハウのある医療従事者などに監修を求めることにより、効果的な

対策を行うことが期待される。 

 

（リスク評価とリスクに応じた対応） 

○ 事業者においては、まずは提供しているサービスの内容に応じて、新型コロナウイ

ルス感染症の主な感染経路である接触感染と飛沫感染のそれぞれについて、従業員

や顧客等の動線や接触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を

検討する。 

 ・ 接触感染のリスク評価としては、他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる

場所と頻度を特定する。高頻度接触部位（テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、

電気のスイッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、レジ、蛇口、手

すり・つり革、エレベーターのボタンなど）には特に注意する。 

・ 飛沫感染のリスク評価としては、換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離がど

の程度維持できるかや、施設内で大声などを出す場がどこにあるかなどを評価する。 

 

（各業種に共通する留意点） 

○ 基本的には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染拡大防止策を徹

底することが重要である。例えば、以下のものが挙げられる。 

・ 感染防止のための入場者の整理（密にならないように対応。発熱またはその他の

感冒様症状を呈している者の入場制限を含む） 

・ 入口及び施設内の手指の消毒設備の設置 

・ マスクの着用（従業員及び入場者に対する周知） 

・ 対人距離の確保（できるだけ２ｍを目安に） 

・ 施設の換気（２つの窓を同時に開けるなどの対応も考えられる） 

・ 施設の消毒 

 

 （症状のある方の入場制限） 

・ 新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もあると考えられ

るが、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入場しないように呼
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びかけることは、施設内などにおける感染対策としては最も優先すべき対策である。

また、状況によっては、発熱者を体温計などで特定し入場を制限することも考えら

れる。 

 

 （感染対策の例） 

・ 他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする。 

・ 複数の人の手が触れる場所を適宜消毒する。 

・ 手や口が触れるようなもの（コップ、箸など）は、適切に洗浄消毒するなど特 

段の対応を図る。 

・ 人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽する。 

・ ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。 

・ 手洗いや手指消毒の徹底を図る。 

※ 美容院や理容、マッサージなどで顧客の体に触れる場合は、手洗いをよりこま

めにするなどにより接触感染対策を行う。（手袋は医療機関でなければ特に必要は

なく、こまめな手洗いを主とする。） 

 

（トイレ）（※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。） 

・ 便器内は、通常の清掃で良い。 

・ 不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。 

・ トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。 

・ ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。 

・ ハンドドライヤーは止め、共通のタオルは禁止する。 

 

（休憩スペース）（※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。） 

・ 一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにする。 

・ 休憩スペースは、常時換気することに努める。 

・ 共有する物品（テーブル、いす等）は、定期的に消毒する。 

・ 従業員が使用する際は、入退室の前後に手洗いをする。 

 

（ゴミの廃棄） 

・ 鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。 

・ ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。 

・ マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗う。 

 

（清掃・消毒） 

・ 市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の清掃

後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業後に清拭消毒することが重要

である。手が触れることがない床や壁は、通常の清掃で良い。 

 

（その他） 

・ 高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、

サービス提供側においても、より慎重で徹底した対応を検討する。 
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・ 地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応につ

いて検討をしておく。感染拡大リスクが残る場合には、対応を強化することが必要

となる可能性がある。 

 

 ※ 業種ごとに対応を検討するに当たっては、これまでにクラスターが発生している

施設等においては、格段の留意が必要である。 

 

 

５．対策移行に向けた考え方について 

〇 緊急事態宣言に基づき、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、本

来、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 5 条の規定の趣旨を踏まえ、その制限

は必要最小限のものでなければならない。 

 

〇 各都道府県は、地域の感染状況や医療提供体制の確保状況等を踏まえながら、段階

的に社会経済の活動レベルを上げていくことが求められる。このため、社会的に重要

な事業や活動ならびに感染リスクの低いところから、十分な感染対策を講じた上で、

段階的に再開することを検討すべきである。 

 

〇 この際、3 月中旬から連休にかけて、警戒が一部緩んだことにより感染が拡大した

と考えられていることや、社会経済の活動レベルが上がることに伴って人の接触が

増加することでの感染拡大の可能性を十分想定しておくことが求められる。 

 

〇 まん延の状況は地域によって異なることを踏まえれば、本専門家会議では、地域ご

との感染状況の分析を行うとともに、感染の状況に応じた対応のあり方について、具

体的な考え方を示していくこととする。 

 

〇 国及び都道府県においては、地域の新規感染者数等の推移や医療提供体制の状況

などについて一定期間ごとに評価を行うとともに、感染拡大が生じた場合等には再

び迅速な対応が行えるよう、あらかじめ準備しておく必要がある。 

 

 

６．終わりに 

○ これまでの多くの市民の皆様のご協力により、新規感染者数は減少傾向に転じる

という一定の成果が現れはじめている。これまでのお一人おひとりのご協力に、  

心より感謝申し上げたい。 

 

〇 しかし、しばらくは、新規感染者数の減少傾向を維持させることを通じて、今後

の感染拡大が当面起こり難い程度にまで、取組を継続する必要がある。併せて、  

医療提供体制については、首都圏では引き続き体制強化を進めるとともに、未だ  

流行していない地域であっても、早急に体制整備を進めることが重要であり、政府

にこれを提言した。 
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〇 一方、必要以上の市民生活への犠牲を強いることのないようにしていくことも 

重要であり、本専門家会議では、適宜、その時点の状況分析を行うとともに、その

結果に基づいて、必要な提言を政府に対して行っていくものとする。 

 

〇 また、対策が長期化する中で、まん延防止を第一としつつ、社会経済活動との  

両立を図ることが課題となるため、政府においては、長期的な対策の継続が市民  

生活や経済社会に与える影響という観点からの検討も行う体制整備を進めるべきで

ある。 
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資料２

新型コロナウイルス感染症対策の対処方針(案)

令和２年３月２９日策定
令和２年４月 ８日改正
令和２年４月１１日改正
令和２年４月１７日改正
令和２年５月 ４日改正

徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部決定

令和２年５月４日、政府が改正した「新型コロナウイルス感染
症対策の基本的対処方針」を踏まえ、県民の生命･健康と安全・
安心を守ることを目的として、「徳島県新型コロナウイルス感染
症対策の対処方針」を以下のとおり改正する。

全国では、行動履歴が追えない感染が拡大しており、４月７日
には、東京都及び大阪府、埼玉県、千葉県、神奈川県、兵庫県、
福岡県の７都府県で緊急事態宣言が発令、４月１６日には、対象
区域が拡大され、全都道府県に対して緊急事態宣言が発令された
が、令和２年５月４日、法第 32 条第 3 項に基づき、引き続き全
都道府県を緊急事態措置の対象とし、これらの区域において緊急
事態措置を実施すべき期間を令和２年５月３１日まで延長するこ
ととなったため、今後、一層感染防止のための取組の強化を図る
必要がある。

一 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な方針
① 情報提供・共有及びまん延防止策により、各地域において
クラスター等の封じ込め及び接触機会の低減を図り、感染拡
大の速度を抑制する。

② サーベイランス・情報収集及び適切な医療の提供により、
重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽
くす。

③ 的確なまん延防止策及び経済・雇用対策により、社会・経
済機能への影響を最小限にとどめる。

④ まん延防止策を講じるにあたっては、以下の点に留意しつ
つ、より社会経済活動の維持との両立に配慮した取組に移行
していくものとする。
・地域の感染状況や医療提供体制の確保状況等を踏まえなが
ら、段階的に社会経済の活動レベルを上げていくこと。
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・まん延の状況は県が適切に判断する必要があること。その
際、人の移動があることから、隣県など社会経済的につな
がりのある地域のまん延状況に留意する必要があること。

・段階的に社会経済の活動レベルを上げるとしても、全ての
住民、事業者において、後述するように感染拡大を予防す
る新しい生活様式を定着させる必要があること。また、仮
に、再度、感染の拡大が認められた場合には、厳しい行動
変容の要請を行なう必要があること。

二 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項
（１）情報提供・共有
① 県は、以下のような、県民に対する正確で分かりやすく、
かつ状況の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、行動
変容に資する啓発を進めるとともに、冷静な対応をお願いす
る。
・ 発生状況や患者の病態等の臨床情報等の正確な情報提
供。

・ 県民にわかりやすい疫学解析情報の提供。
・ 手洗い、咳エチケット等の基本的な感染対策の徹底。
・ 風邪症状など体調不良が見られる場合の休暇取得、学校
の欠席、外出自粛等の呼びかけ。

・ 感染リスクを下げるため、医療機関を受診する時は、予
め電話で相談することを周知。

・ 厚生労働省が作成した「新型コロナウイルス感染症につ
いての相談・受診の考え方」をわかりやすく周知。

・ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療
関係者その他の対策に携わった方々に対する誤解や偏見に
基づく差別を行わないことの呼びかけ。

・ 「新しい生活様式」の在り方の周知。
・ 室内で「三つの密」を避ける。特に、日常生活及び職場
において、人混みや近距離での会話、多数の者が集まり室
内において大きな声を出すことや歌うこと、呼気が激しく
なるような運動を行うことを避けるように強く促す。飲食
店等においても「三つの密」のある場面は避けること。

・ 従業員及び学生の健康管理や感染対策の徹底についての
周知。

・ 家族以外の多人数での会食を避けること。
・ 今回の対策では、「ロックダウン」（都市封鎖）のよう
な施策は政府として実施しないことを周知し、県民の落ち
ついた対応（不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたい
だ移動の自粛等や商店への殺到の回避及び買い占めの防
止）の呼びかけ。
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② 県は、県のウェブサイトにおいて厚生労働省等の関係省庁
のウェブサイトへのリンクを紹介するなどして有機的に連携
させ、かつ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）
等の媒体も積極的に活用するとともに、あらゆる媒体を通じ
て迅速かつ積極的に県民等への情報発信を行う。

③ 県は、民間企業等とも協力して、情報が必ずしも届いてい
ない層に十分な情報が行き届くよう、丁寧な情報発信を行う。

④ 県は、感染症の発生状況やクラスターの発生場所、規模等
について迅速に情報を公開する。

⑤ 県は、検疫所と連携し、帰国者に対する２週間の外出自粛
の要請等の必要な対策を講じるよう周知を図る。

⑥ 県は、県民、在住外国人及び、外国人旅行者への適切かつ
迅速な情報提供を行い、県内でのまん延防止と風評対策につ
なげる。

⑦ 県は、市町村や関西広域連合、政府との緊密な情報連携に
より、様々な手段により住民に対して地域の感染状況に応じ
たメッセージや注意喚起を行う。

⑧ 県は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る事態が行政
文書の管理に関するガイドライン（平成２３年４月１日内閣
総理大臣決定）に基づく「歴史的緊急事態」と判断されたこ
とを踏まえ、県対策本部における新型インフルエンザ等対策
の実施に係る記録を作成し、保存し、公表する。

（２）サーベイランス・情報収集
① 県は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律（以下「感染症法」という。）第 12 条に基づく医師の
届出により疑似症患者を把握し、医師が必要と認める検査を
実施する。

② 県は、感染が急速に拡大する中で、必要な検査ができるよ
う、県医師会をはじめとした地域の関係団体と連携して、「地
域外来・検査センター」の設置等を進めるとともに、保健製
薬環境センターにおける検査体制の一層の強化を図る。また、
徳島県新型コロナウイルス感染症対策協議会において、ＰＣ
Ｒ等検査の実施体制の把握・調整等を図る。

③ 県は、国において構築する患者等に関する情報を迅速に共有す
る情報把握・管理支援システムを活用し、ＰＣＲ等検査の実施人
数や陽性者数などを定期的に公表するとともに、より効果的
・効率的な対策に活用していく。

④ 県は、国から提供された、医療機関の空床状況や人工呼吸
器・ＥＣＭＯの保有・稼働状況等を迅速に把握するシステ
ム（医療機関情報把握システム）により、医療提供状況を
一元的かつ即座に把握するとともに、迅速な患者の受入調
整等にも活用する。
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⑤ 県は、県下の感染状況について、国の指針に基づきリスク
評価を行う。

（３）まん延防止
１）外出の自粛（後述する職場への出勤を除く）

県は、法第 24 条第 9 項等に基づき、不要不急の帰省や旅
行など、都道府県をまたいで人が移動することは、まん延防
止の観点から極力避けるよう住民に促すともに、現にクラス
ターが多数発生している、繁華街の接待を伴う飲食店等につ
いては、年齢等を問わず、外出を自粛するよう促す。
このほか、現にクラスターが多数発生しているような場や、

「三つの密」のある場については、これまでと同様、外出を
自粛するよう促すものとする。
一方で、これら以外の外出については、５月１日及び４日

の専門家会議の提言を踏まえ、「三つの密」を徹底的に避け
るとともに、手洗いや人と人の距離の確保などの基本的な感
染対策を継続していくという、感染拡大を予防する新しい生
活様式の徹底を住民に求めていくものとする。
その際、今後、持続的な対策が必要になると見込まれるこ

とを踏まえ、こうした新しい生活様式を定着していくことの
趣旨や必要性について、あらゆる機会を捉えて、専門家会議
で示された「人との接触を 8 割減らす、10 のポイント」「新
しい生活様式（生活スタイル）の実践例」等を活用して住民
に周知を行うものとする。
なお、仮に、再度、感染の拡大傾向が認められる地域につ

いては、必要に応じて、特定警戒都道府県と同様の行動制限
を求めることを検討する。

２）催物（イベント等）の開催制限
県は、クラスターが発生するおそれがある催物（イベント

等）や「三つの密」のある集まりについては、法第 24 条第 9
項及び法第 45 条第 2 項等に基づき、開催の自粛の要請等を
行うものとする。特に、全国的かつ大規模な催物等の開催に
ついては、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期す
るよう、主催者に慎重な対応を求める。なお、県は、感染防
止策を講じた上での比較的少人数のイベント等については、
リスクの態様に応じて適切に対応する。
また、まん延防止にあたっては、導入が検討されている接

触検知アプリなどＳＮＳ等の技術を活用した催物参加者に係
る感染状況等の把握を行う仕組みの活用も有効であることを
周知する。

３）施設の使用制限等（前述した催物（イベント等）の開催制
限、後述する学校等を除く）
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① 県は、法第 24 条第 9 項等に基づく施設の使用制限の要
請等については、感染拡大の防止及び社会経済活動の維持
の観点から、地域の実情に応じて判断を行うものとする。
その際、クラスター発生の状況が一定程度、明らかになっ
た中で、現にクラスターが多数発生しているような施設や、
「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を
踏まえ、施設の使用制限の要請等を行うことを検討する。
一方で、クラスターの発生が見られない施設については、
「入場者の制限や誘導」「手洗いの徹底や手指の消毒設備
の設置」「マスクの着用」等の要請を行うことを含め、「三
つの密」を徹底的に避けること、室内の換気や人と人との
距離を適切にとることなどをはじめとして基本的な感染対
策の徹底等を行うことについて施設管理者に対して強く働
きかけを行うものとする。また、まん延防止にあたっては、
導入が検討されている接触検知アプリなどＳＮＳ等の技術
を活用した催物参加者に係る感染状況等の把握を行う仕組
みの活用も有効であることを周知する。
県は、法第 24 条第 9 項に基づく施設の使用制限等の要

請を行い、また、法第 45 条第 2 項から第 4 項までに基づ
く施設の使用制限等の要請、指示を行うにあたっては、国
に協議の上、外出の自粛等の協力の要請の効果を見極め、
専門家の意見も聴きつつ行うものとする。
なお、県は、特定の施設等に人が集中するおそれがある

ときは、当該施設に対して入場者の制限等の適切な対応を
求める。

② 事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、
５月４日専門家会議の提言を参考に、業種や施設の種別ご
とにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のた
めの取組を進める。

４）職場への出勤等
県は、今後、持続的な対策が必要になると見込まれること

を踏まえ、事業者に対して、以下の取組を行うよう働きかけ
を行うものとする。
・ 引き続き、在宅勤務（テレワーク）を推進するとともに、
職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人と
の接触を低減する取組を推進すること

・ 職場においては、感染防止のための取組（手洗いや手指
消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気
励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる
従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすため
のテレビ会議の活用等）を促すとともに、「三つの密」を
避ける行動を徹底するよう促すこと。

・ 県民生活・県民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事
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業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三
つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染拡
大防止対策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、業務を継続
すること。

５）学校等の取扱い
① 県は、国が示した「新型コロナウイルス感染症に対応し
た臨時休業の実施に関するガイドライン」、及び「新型コ
ロナウイルス感染症対策としての学校の臨時休業に係る学
校運営上の工夫について」等を踏まえ、必要な対策を適時
適切に講じる。また、県は、学校設置者に対し、保健管理
等の感染症対策について指導するとともに、地域の感染状
況や学校関係者の感染者情報について速やかに情報共有を
行うものとする。

② 県は、保育所や放課後児童クラブ等について、厚生労働
省が示す保育の縮小や臨時休園等についての考え方を踏ま
え、市町村等と連携しながら、保育等の確保に努める。

６）水際対策
県は、健康観察について、保健所の負担軽減や体制強化の

ため、保健所勤務経験のある職員を含めた全庁的な体制構築
や関係機関への一部業務委託を行う。

７）クラスター対策の強化
① 県は、厚生労働省や専門家と連携しつつ、積極的疫学調
査により、個々の濃厚接触者を把握し、健康観察、外出自
粛の要請等を行うとともに、感染拡大の規模を適確に把握
し、適切な感染対策を行う。

② 県は、政府、関係機関と協力してクラスター対策にあた
る専門家の確保を図るとともに人材育成を行う。

③ 県は、関係機関と協力して、特に、感染拡大の兆しが見
られた場合には、専門家やその他人員を確保し、その地域
への派遣を行う。

④ 県は、クラスター対策を抜本強化するという観点から、
保健所の体制強化に取り組んでおり、さらなる充実を図る
べく、県内の市町村と迅速な情報共有を行い、また、対策
を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるとき
は、法第 24 条に基づく総合調整を行う。さらに、県は、
クラスターの発見に資するよう、自治体間の迅速な情報共
有に努める。また、国において導入予定のＳＮＳ等を活用
した効率的な感染対策や感染状況等の把握を行う仕組みを
活用し、より効果的なクラスター対策につなげていく。

８）その他共通的事項等
① 県は、地域の特性に応じた実効性のある緊急事態措置を
講じる。県は、緊急事態措置を講じるに当たっては、法第 5
条を踏まえ、必要最小限の措置とするとともに、講じる措
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置の内容及び必要性等について、県民に対し丁寧に説明す
る。県は、緊急事態措置を実施するにあたっては、法第 20
条に基づき政府対策本部と密接に情報共有する。

② 県は、今後、持続的な対策が必要になると見込まれるこ
とから、緊急事態措置を講じるにあたっては、感染拡大の
防止と社会経済活動の維持の両立を図ることに留意する。

③ 県は、緊急事態措置について、罰則を伴う外出禁止の措
置や都市間の交通の遮断等、諸外国で行われている「ロッ
クダウン」（都市封鎖）のような施策とは異なるものであ
ることを、政府と協力しつつ、県民に対し周知する。加え
て、緊急事態措置を講じること等に伴い、食料・医薬品や
生活必需品の買い占め等の混乱が生じないよう、県民に冷
静な対応を促す。

④ 県は、緊急事態措置の実施にあたっては、事業者の円滑
な活動を支援するため、事業者からの相談窓口の設置、物
流体制の確保、ライフラインの万全の体制の確保等に努め
る。

（４）医療等
① 県は、入院医療の提供体制の確保を進めるため、県医師会
・県下の基幹医療機関をはじめとする、医療関係者・関係団
体で構成される「徳島県新型コロナウイルス感染症対策協議
会」及び県調整本部を核として、厚生労働省や関西広域連合、
地方公共機関、関係機関と協力して、次のような対策を講じ
る。
・ 重症者等に対する医療提供に重点を置くべき状況となる
場合に備えて、入院治療が必要ない無症状病原体保有者及
び軽症患者（以下「軽症者等」という。）は、宿泊施設等
での療養とすることで、入院治療が必要な患者への医療提
供体制の確保を図ること。

・ 県は、特に、家庭内での感染防止や症状急変時の対応の
ため、軽症者等は宿泊療養を基本とする。そのため、ホテ
ルなどの一時的な宿泊療養施設及び運営体制の確保に努め
る。

・ 子育て等の家庭の事情により本人が自宅での療養を選択
する場合等においては、自宅療養を行う。その際には、県
は、電話等情報通信機器を用いて遠隔で健康状態を把握し
ていくとともに、医師が必要とした場合には電話等情報通
信機器を用いて診療を行う体制を整備すること。

・ 県は、患者が入院、宿泊療養、自宅療養をする場合に、
その家族に要介護者や障がい者、子ども等がいる場合は、
市町村福祉部門の協力を得て、ケアマネジャー、相談支援
専門員、児童相談所等と連携し、必要なサービスや支援を
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行うこと。
・ 病床の確保について、県は、関係機関の協力を得て、新
型コロナウイルス感染症の患者を優先的に受け入れる医療
機関の指定など、地域の医療機関の役割分担を行うととも
に、結核病床や一般の医療機関の一般病床等を活用して、
ピーク時の入院患者の受入れを踏まえて、必要な病床を確
保すること。
また、医療機関は、ＢＣＰも踏まえ、必要に応じ、医師

の判断により延期が可能と考えられる予定手術や予定入院
の延期を検討し、空床確保に努めること。
さらに、県は、仮設の診療所や病棟の設置、非稼働病床

の利用、法第 48 条に基づく臨時の医療施設の開設につい
て検討すること。

・ 県は、患者受入調整や移送調整を行う体制を整備すると
ともに、医療機関情報把握システムも活用し、患者受入調
整に必要な医療機関の情報の見える化を行っておくこと。

・ さらに、感染拡大に伴う患者の急増に備え、県は、都道
府県域を越える場合も含めた広域的な患者の受入れ体制を
確保すること。

② 新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来診療・
検査体制の確保のため、県は、関係機関と協力して、次のよ
うな対策を講じる。
・ 帰国者・接触者相談センターを通じて、帰国者・接触者
外来を受診することにより、適切な感染管理を行った上で、
新型コロナウイルス感染症が疑われる患者への外来医療を
提供すること。

・ また、県は、関係機関と協力して、集中的に検査を実施
する機関（地域外来・検査センター）の設置や、帰国者・
接触者外来への医療従事者の派遣を行うこと。

・ また、大型テントやプレハブ、いわゆるドライブスルー
方式やウオークスルー方式による診療を行うことで、効率
的な診療・検査体制を確保すること。

・ さらに患者が増加し、増設した帰国者・接触者外来や地
域外来・検査センターでの医療提供の限度を超えるおそれ
があると判断される場合には、厚生労働省に相談の上、必
要な感染予防策を講じた上で、一般の医療機関での外来診
療を行うこと。

・ こうした状況では、感染への不安から安易に医療機関を
受診することでかえって感染するリスクを高める可能性が
あることも踏まえ、症状が軽度である場合は、自宅での安
静・療養を原則とし、肺炎が疑われるような強いだるさや
息苦しさがあるなど状態が変化した場合は、すぐにでもか
かりつけ医等に相談した上で、受診するよう周知すること。
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③ 新型コロナウイルス感染症患者のみならず、他の疾患等の
患者への対応も踏まえて地域全体の医療提供体制を整備する
ため、県は、関係機関と協力して、次のような対策を講じる。
・ 地域の医療機能を維持する観点から、新型コロナウイル
ス感染症以外の疾患等の患者受入れも含めて、地域の医療
機関の役割分担を推進すること。

・ 患者と医療従事者双方の新型コロナウイルス感染症の予
防の観点から、初診を含めて、電話等情報通信機器を用い
た診療体制の整備の検討を推進すること。

④ 医療従事者の確保のため、県は、関係機関と協力して、次
のような対策を講じる。
・ 現場で従事している医療従事者の休職・離職防止策や、
潜在有資格者の現場復帰、医療現場の人材配置の転換等を
推進すること。

⑤ 医療物資の確保のため、県は、関係機関と協力して、次の
ような対策を講じる。
・ 県は、医療提供体制を支える医薬品や医療機器、医療資
材を確保し、医療機関情報把握システムも活用し、必要な
医療機関に迅速かつ円滑に提供できる体制を整備する。ま
た、専門性を有する医療従事者の確保に努める。

・ 県は、特に新型コロナウイルス感染症を疑う患者にＰＣ
Ｒ検査や入院の受入れを行う医療機関等に対しては、マス
ク等の個人防護具を優先的に確保する。

⑥ 県は、医療機関及び高齢者施設等における施設内感染を徹
底的に防止するため、関係機関と協力して、次の事項につい
て周知徹底を図る。
・ 医療機関及び高齢者施設等の設置者に対して、
▸ 従事者等が感染源とならないよう、「三つの密」が生
じる場を徹底して避けるとともに、

▸ 症状がなくても患者や利用者と接する際にはマスクを
着用する、

▸ 手洗い・手指消毒の徹底、
▸ パソコンやエレベーターのボタンなど複数の従事者が
共有するものは定期的に消毒する、

▸ 食堂や詰め所でマスクをはずして飲食をする場合、他
の従事者と一定の距離を保つ、

▸ 日々の体調を把握して少しでも調子が悪ければ自宅待
機するなどの対策に万全を期すこと。

・ 医療機関及び高齢者施設等に対して、面会者からの感染
を防ぐため、面会は緊急の場合を除き一時中止すべきこと。

・ 医療機関及び高齢者施設等に対して、患者、利用者から
の感染を防ぐため、感染が流行している地域においては、
施設での通所サービスなどの一時利用を中止又は制限す



- 10 -

る、入院患者、利用者の外出、外泊を制限する等の対応を
検討すべきであること。

・ 医療機関及び高齢者施設等に対して、入院患者、利用者
等について、新型コロナウイルス感染症を疑った場合は、
早急に個室隔離し、保健所の指導の下、感染対策を実施し、
標準予防策、接触予防策、飛沫感染予防策を実施すること。

⑦ 県は、感染者と非感染者の空間を分けるなどを含む感染防
御策の更なる徹底などを通して、医療機関及び施設内での感
染の拡大に特に注意を払う。また、特に感染が疑われる医療、
施設従事者及び入院患者等については、率先してＰＣＲ検査
等を受けさせるようにする。加えて、検査体制を踏まえ、手
術や医療的処置前などにおいて、当該患者について医師の判
断により、ＰＣＲ等検査が実施できる体制をとる。

⑧ この他、適切な医療提供・感染管理の観点で、県は関係機
関と協力して、次の事項に取り組む。
・ 外来での感染を防ぐため、関係機関と協力して、医療機
関の外来において、一般の患者も含め、混雑を生じさせな
いよう、予約による診療や動線が適切に確保された施設の
活用などを推進すること。

・ 妊産婦に対する感染を防止する観点から、医療機関にお
ける動線分離等の感染対策の徹底に加え、関係機関と協力
して、感染が疑われる妊産婦への早めの相談の呼びかけや、
妊娠中の女性労働者に配慮した休みやすい環境整備などの
取組を推進すること。

・ 小児医療について、関係機関の意見を聞きながら、診療
体制を検討し、協力して体制整備を進めること。

・ 関係機関と協力して、外国人が医療を適切に受けること
ができるよう、環境の整備に引き続き、取り組むこと。

・ 法令に基づく健康診断及び予防接種については、適切な
感染対策の下で実施されるよう、時期や時間に配慮するこ
と。

（５）経済・雇用対策
県は、令和２年度徳島県補正予算をはじめ、国の「新型

コロナウイルス感染症緊急経済対策」等を活用し、必要な
施策を県を挙げて迅速かつ着実に実行することにより、感
染拡大を防止し、事態の早期収束に全力で取り組むととも
に、雇用の維持、事業の継続、生活の下支えに万全を期す。
なお、これら施策の実施に際しては、引き続き、内外にお
ける事態の収束までの期間と拡がり、県内の感染防止の状
況及び本県経済や県民生活への影響を注意深く見極め、必
要に応じて、時宜を逸することなく臨機応変かつ果断に対
応する。
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（６）その他重要な留意事項
１）人権への配慮、社会課題への対応等
① 県は、患者・感染者、その家族や治療・対策に携わった
方々等の人権に配慮した取組を行う。

② 県は、海外から一時帰国した児童生徒等への学校の受け
入れ支援やいじめ防止等の必要な取組を実施する。

③ 県は、各種対策を実施する場合は、国民の自由と権利の
制限は必要最小限のものとするとともに、女性や障がい者
などに与える影響を十分配慮するものとする。

④ 県は、新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関
係者が風評被害を受けないよう、県民への普及啓発等、必
要な取組を実施する。

⑤ 県は、マスク及び個人防護具、医薬品、医薬部外品、食
料品等に係る物価の高騰及び買占め、売り惜しみを未然に
回避し又は沈静化するため、必要に応じ、法第 59 条に基
づく措置を講じる。

⑥ 県は、政府と連携し、対策が長期化する中で生ずる様々
な社会課題に対応するため、適切な支援を行う。
・ 長期間にわたる外出自粛等によるメンタルヘルスへの
影響、配偶者暴力や児童虐待

・ 営業自粛等による倒産、失業、自殺等
・ 社会的に孤立しがちな一人暮らしの高齢者、休業中の
ひとり親家庭等の生活

・ 外出自粛等の下での高齢者等の健康維持・介護サービ
ス確保

⑦ 県は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方
に対して尊厳を持ってお別れ、火葬等が行われるための適
切な方法について、周知を行う。

２）物資・資材等の供給
① 県は国と連携し、マスク、個人防護具や消毒薬等を必要
な医療機関や介護施設等に優先配布する。

② 県は、マスクや消毒薬等の県民が必要とする物資を確保
するため、過剰な在庫を抱えることのないよう消費者や事
業者に冷静な対応を呼びかける。また、繰り返し使用可能
な布製マスクの普及を進める。

③ 県は、関西広域連合と連携し、物資の不足を府県間で相
互に補完する体制を構築する。

３）関係機関との連携の推進
① 県は、政府や関西広域連合、市町村を含む関係機関等と
の双方向の情報共有を強化し、対策の方針の迅速な伝達と、
対策の現場における状況の把握を行う。

② 県は、対策の推進に当たっては、市町村、経済団体等の
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関係者の意見を十分聞くととともに、必要に応じ、政府に
提言等を行う。

③ 県は、保健部局のみならず、危機管理部局も含め、すべ
ての部局が協力して対策にあたる。

④ 県は、近隣の特定都道府県が緊急事態宣言後の様々な措
置を行うにあたり、その要請に応じ、必要な支援を行う。

⑤ 県は、緊急事態宣言後の様々な措置を実施するに当たっ
ては、予め政府対策本部と協議し、迅速な情報共有を行う。

⑥ 緊急事態宣言後の様々な措置を実施した際には、知事及
び指定行政機関の長は政府対策本部長に、特定市町村長及
び指定地方公共機関の長は知事に、指定公共機関の長は所
管の指定行政機関に、その旨及びその理由を報告する。知
事及び指定行政機関の長は政府対策本部長に、報告を受け
た事項を報告する。

４）社会機能の維持
① 県、指定公共機関及び指定地方公共機関は、職員におけ
る感染を防ぐよう万全を尽くすとともに、万が一職員にお
いて感染者又は濃厚接触者が確認された場合にも、職務が
遅滞なく行えるように対策を予め講じる。特に、テレビ会
議及びテレワークの活用に努める。

② 県、指定公共機関及び指定地方公共機関は、電気、ガス、
水道、公共交通、通信、金融業等の維持を通して、県民生
活及び県民経済への影響が最小となるよう公益的事業を継
続する。

③ 県は、指定公共機関及び指定地方公共機関の公益的事業
の継続に支障が生じることがないよう、必要な支援を行う。

④ 県は、事業者のサービス提供水準に係る状況の把握に努
め、必要に応じ、県民への周知を図る。

⑤ 県は、空港、港湾、医療機関等におけるトラブルなどを
防止するため、必要に応じ、警戒警備を実施する。

⑥ 警察は、混乱に乗じた各種犯罪を抑止するとともに、取
締りを徹底する。

５）その他
① 県は、必要に応じ、他法令に基づく対応についても、講
ずることとする。

② 県は、政府が基本的対処方針を変更し、又は、緊急事態
を宣言した場合は、県の対処方針の変更を検討する。



１  調査概要

○目    的：徳島県外からの流入交通量の把握

○調 査 日：令和２年４月２２日(水）、４月２９日（水）、５月３日（日）

○調査箇所：　①県内駐車場：１３０箇所

　　　　　　　②県内１１箇所のＩＣ出口（軽・普通自動車のみ）

２  調査結果
（１）県内駐車場

①全台数 8,535台 7,891台 7,323台

②県内車 8,296台 97.2% 7,574台 96.0% 6,918台 94.5%

③県外車 239台 2.8% 317台 4.0% 405台 5.5%

内　特定警戒都道府県 81台 0.9% 77台 1.0% 130台 1.8%

（２）パチンコ店駐車場

①全台数 3,761台 3,282台 3,381台

②県内車 3,699台 98.4% 3,176台 96.8% 3,247台 96.0%

③県外車 62台 1.6% 106台 3.2% 134台 4.0%

内　特定警戒都道府県 23台 0.6% 21台 0.6% 47台 1.4%

（３）ＩＣ出口

①全交通量 3,107台 3,089台 4,258台

②県内車 1,781台 57.3% 1,890台 61.2% 2,169台 50.9%

③県外車 1,326台 42.7% 1,199台 38.8% 2,089台 49.1%

内　特定警戒都道府県 683台 22.0% 570台 18.5% 785台 18.4%

令和2年5月4日

危機管理政策課

　

④上位都道府県
①香川(45)②高知(12)
③兵庫(8)
④大阪・愛媛(7)

①香川(36)②兵庫(30)
③高知(17)④愛媛(13)
⑤大阪(8)

4月29日（水） 4月22日（水）

①香川(20)②兵庫(8)
③大阪・愛媛(5)
⑤京都・岡山・高知(3)

4月29日（水） 4月22日（水）

①香川(108)②愛媛(45)
③高知(27)④大阪(24)
⑤兵庫(19)

①香川(121)②兵庫(63)
③愛媛(53)④高知(31)
⑤大阪(23)

④上位都道府県

    　　県外ナンバーの流入調査結果について

5月3日（日）

①香川(58)②愛媛(33)
③兵庫(28)④大阪(14)
⑤高知(13)

5月3日（日）

4月29日（水） 4月22日（水）

④上位都道府県
①香川(323)②兵庫(295)
③大阪(174)④愛媛(100)
⑤高知(81)

①香川(731)②兵庫(467)
③大阪(228)④愛媛(219)
⑤高知(104)

5月3日（日）

①兵庫(348)②香川(302)
③大阪(221)④愛媛(116)
⑤高知(89)
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　○　目    　　 的：　水際対策として実施

　○　検温調査日： 令和２年４月２９日(水）から５月６日（木）

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日

東京線

予約者数(人） 167 61 123 141 116 82 690

   搭乗者数（人） 40 47 50 36 23 16 212 30.7%

   キャンセルした方 127 14 73 105 93 66 478 69.3%

   ３７．５度以上の方 0 0 0 0 0 0 0

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日

福岡線

予約者数(人） 5 2 9 12 20 6 54

   搭乗者数（人） 4 2 2 13 0 1 22 40.7%

   キャンセルした方 1 0 7 0 20 5 33 61.1%

   ３７．５度以上の方 0 0 0 0 0 0 0

4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日

合計

予約者数(人） 172 63 132 153 136 88 744

   搭乗者数（人） 44 49 52 49 23 17 234 31.5%

   キャンセルした方 128 14 80 104 113 71 510 68.5%

   ３７．５度以上の方 0 0 0 0 0 0 0

資料４

到着先
検温調査実施期間

累計訪問者

到着先
検温調査実施期間

累計訪問者

徳島阿波おどり空港での検温の実施

累計訪問者到着先
検温調査実施期間

２　調査結果

１  検温実施概要



 

 

「緊急事態宣言」の延長を受けて 
 
 全国を対象とした「緊急事態宣言」の発令以降、「接触機会の８割削減」に
向けた全都道府県を挙げた取組みにより、感染者数に一定の減少傾向は見られ
るものの、依然として予断を許さない状況が続いている。 
 
本日、全国を対象とした「緊急事態宣言」が延長されることは、感染拡大を

何としても封じ込めるためにも、やむを得ないものと考えるが、国民や事業者
に更なる自粛を強いることとなるため、国においては、 
・ 「緊急事態宣言」の延長について、その根拠となるデータや専門家会議で
の議論の国民への分かりやすい説明 

・ 「特定都道府県」における行動制限や自粛を緩和する「新しい生活様式」
の詳細や、「特定警戒都道府県」における「感染防止策を講じることを前提
に開放する」対象の具体的明示及び国民への広報 

など、今後の終息に向けて、希望を持てるよう、「緊急事態宣言」の解除に向 
けた基準など、「出口戦略」をしっかりと構築し、広く国民の皆様と共有して 
いただきたい。 
 
 また、国民の不安解消に向け、 
・ 総事業規模１１７兆円の「緊急経済対策」について、必要とする人や事業
者に分かりやすく、速やかに行き渡るよう「スピード感」と「見える化」及
び甚大な影響を受けている地域経済への一層の支援 

・ 「医療崩壊を何としても防ぐ」ため、簡易検査キット、特効薬、ワクチン
の早急な実用化をはじめ、医療従事者や医療機関に寄り添った財政支援並び
にその家族を含めた「人権侵害」や「風評被害」に対する断固たる「法的措
置」 

・ 特措法に基づく「休業要請、指示、公表」に応じない事業者に対する補償・
支援の特措法への位置付けや罰則の適用など、実効性を担保する措置 

・ 自治体間や児童生徒間での学習機会の格差が生じないよう、ＩＣＴを活用
したオンライン学習など「学習機会の確保」と、受験や就職に関する配慮 
及び「９月入学制」の政府による国民的な骨太の議論 

・ 国民や事業者に更なる負担を強いることを踏まえ、「地方創生臨時交付金」
や「緊急包括支援交付金」、「持続化給付金」、「雇用調整助成金」更には
「特別定額給付金」など、こうした対策の充実を図る第２弾の補正予算の 
速やかな検討  

など、更なる対策の強化を求めたい。 
 
 全国知事会としても、国と心を一つに、この新たな国難「新型コロナウイル
ス感染症」を克服すべく、全力を傾注して参る覚悟であり、今後とも地域住民
の安全・安心の確保に万全を期して参りたい。 
 
令和２年５月４日 

 全国知事会会長 徳島県知事 飯泉 嘉門 
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